
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 譲渡用住宅を一時期賃貸用に供する場合の仕入税額控除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ｑ：分譲用マンションを他社から買い受け

ました。今後、マンションを分譲していきま

すが、分譲が完了するまでには年数を要する

ことから、一部を一時期賃貸しようと思って

います。この場合、仕入控除税額の計算を個

別対応方式で行うとき、課税資産の譲渡等(家

屋の譲渡)にのみ要するものとして計算をす

ることができますでしょうか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：一定の要件のもと認められます。 

【解説】  

購入物件は分譲することを目的として取得

したマンションで、課税仕入れの時点では課

税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する

ことは明らかですから、仮に一時的に賃貸用

に供するとしても、継続して棚卸資産として

処理し(宅地建物取引業者の免許を取得する

までの間は固定資産として処理する場合を含

む)、将来的には全て分譲することとしている

ものについては、課税資産の譲渡等にのみ要

する課税仕入れに該当するものとして取り扱

ってよいこととされています。 

また、これによって課税資産の譲渡等にの

み要するものとして全額控除したものを取得

後３年以内に賃貸用住宅に供する場合であっ

ても、棚卸資産であり固定資産ではないこと

から、課税業務用調整対象固定資産を非課税

業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税

額の調整をする必要はありません。 
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